
◎携帯電話 学校持参5/10水～◎新型コロナウイルス対策→5類へ移行
カギを必ず持参してください！連休中に安心安全メールの添付ファイルでもお知

らせしましたように、本日5月8日から、新型コロ

ナウイルス感染対策は、インフルエンザと同様の5

類へ移行しましたので、対応もインフルエンザの際

の対応とほぼ同様になります。

① 感染した場合の出席停止期間は5日間。

② 停止期間終了後は、全ての活動に参加可能。

③ 濃厚接触者としての対応は必要なし。

④ 感染への不安による欠席は合理的な理由があ

ると判断された場合は欠席扱いにはしない。

⑤ 医師から「登校すべきでない」と診断した場合

は欠席扱いにはしない。

※詳細については、メールで送った文書を裏面に

記載しています。ご確認ください。

しかし、まだ状況によっては、様々な不安等を抱

くことも想定されます。何か心配や不安な点が生じ

た際には遠慮なく学校の方へ相談してください

前号でもお知らせしましたように、5月10日（水）

から学校へ生徒個人の携帯電話を持参する対応がス

タートします。

生徒玄関の中央に位置する下駄箱を改修し、個人

ごとの携帯電話保管庫を設置しています。カギを忘

れた場合は、まず職員室に携帯電話を預けてから教

室へ移動してください

保管庫の並び方は、玄関入口に近い方から1年→

2年→3年となっており、職員室側に向かって左側

が1組、右側が2組となっています。

申請した生徒だけが使用可能です。

次のことを必ず守って下さい

① 必ず自分のカギを持参する。

② 自分の名前のある保管庫に、電源を切ってか

ら携帯電話を入れてカギをかける。

③ 下校する時まで取り出せない。

④ 下校途中は、家族間以外には使用しない。

⑤ スクールバス内は使用禁止。◎多数の参加ありがとうございました

(4/29参観日･ PTA総会･部活保護者会）

新型コロナ感染の影響が減少した状況になったこ

ともあったと思いますが、本年度の参観日・PTA

総会・部活動保護者会への参加者数は、ここ数年で

は一番多い状況でした。ありがとうございました。

次回の参観日は、

◎タブレット使用可能になりました
セキュリティの関係から、タブレットの使用を全

面停止しておりましたが、連休明けからは使用でき

るように、土佐清水市教育委員会の方で対応をして

くれました。

本日から各教科の授業や、終学活前の10分間の

補充学習時間帯（基礎タイム）、そして、毎日の宿

題にも活用していきます。

生徒のみなさんは、次のことに注意して下さい。

'6月16日（金）の道徳参観日 です。

この日は、本年度第1回目の「開かれた学校づく

り推進委員会」と「学校運営協議会」も開催予定とし

ており、地域の関係者の皆様にも多数参加をしてい

ただく予定です。平日ではありますが、午後から道

徳授業参観を計画しています。どうか多数の保護者

のみなさんの参加をお待ちしています。

【生徒のみなさんへ】’
○タブレットは、今自分が使用していますが、自

分のものではありません。あなたが卒業した後

は、次の人が使うことを考えて使いましょう。

○タブレットは力バン等に入れて持ち帰りますの

で、カバンを乱暴に扱わないように気をつけま

しょう。

○学校で指示された以外の設定を自分で勝手に変

えないようにしてください。

★授業参観その他学校への通常来校について

～「保護者の来校は、いつでも○Kです」～

保護者のみなさんは参観日等に限らず､いつでも

参観○Kですので､都合の良い時に来校し、生徒た

ちの様子をご覧下さい。

ただ､不審者対策として、次のことへの協力をよ

ろしくお願いします。

○来校後は、まず事務室か職員室に声をかける。

○事務室前に置いてある来校者用名札を首にかけ、

来校者名簿に氏名を記入する。
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令和5年5月1日

保護者等の皆様へ

十佐清水市教育長

5類感染症への移行後の学校における新型コロナウイルス感染症対策について

令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類感染症に移行

することを受け、文部科学省及び県教育委員会から、新型コロナウイルス感染症における学校での

対応が下記のとおり変更となると通知がありました。

つきましては、内容をご確認いただき、引き続き学校教育活動における感染症対策についてご理

解．ご協力をいただきますようお願いいたします。

記

1 出席停止について

○ 医師により新型コロナウイルス感染症と診断された場合を出席停止の扱いとし、出席停止期

間の基準は「発症した後五日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過するまで」とな

ります。また、厚生労働省からは、発症後10日間を経過するまではウイルス排出の可能性

があることからマスクの着用が推奨されていますので、ご協力をお願いします。

2 感染した児童生徒について

○ 出席停止期間が終了した児童生徒については､本人の体調に問題がなければ全ての学校教育

活動への参加が可能です。

3 同居家族に陽性者がいる児童生徒について

○ 令和5年5月8日以降は、濃厚接触者（自宅待機要請者）の特定は行われません。出席停止

の必要もなく、本人の体調に問題がなければ、全ての教育活動への参加が可能です。

4 感染が不安で休ませたい場合の出欠の取扱いについて

○ 合理的な理由（地域や学校の感染状況や高齢者や基礎疾患のある方がいるなどの家庭・家族

があると学校長が判断する場合は、の状況など） 欠席とはしない取扱いとします。

5 医療的ケア児及び基礎疾患がある児童生徒について

主治医の見解のもと、 登校すべきでないと判断した場合は､欠席とはしない取扱’ ､ル�’､十一吟
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児章生徒に発熱や咽頭痛､咳等の普段と異なる症状がある場合には､無理せず自宅で休養する《

ことが重要です｡引き続き､ご家庭での児菫牛徒の体調管理へご配盧いただき､学校教育活動への

参加については､児童生徒の体調を考盧し､ご家庭での判断を併せてお願いいたします。

また伺唐家族に陽性書が発生した場合学校への報告は必要ありません｡この場合においても」
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ご家庭での感染対策や児童笙徒の体調菅理へご配慮いただきますよう併せてお願いいたします｡1


